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 航空機用カモフラージラッカーエナメル 制定 昭和 ４６． ８．２３ 

 改正 平成 ３１． ３．２６ 

（ＬＡＣＱＵＥＲ） 

 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，航空機用カモフラージラッカーエナメル（以下，ラッカーという。）について規定する。 

注記 ラッカーは，顔料，ニトロセルロース，アルキド樹脂，可塑剤及び溶剤を主な原料とし，これらを十分に練り合わせ液

状にしたもので，ＤＳＰ Ｋ ５１０８の附属書Ａの航空機用金属前処理塗料及びＤＳＰ Ｋ ５１０９の

塗装系に従った上塗り塗料として，吹付け塗りに適するように作ったものである。 

1.2 種類 

種類は，表１による。 

表１－種類 

色番号 色  名 基 準 値 鏡面光沢度（６０度） 納入単位（Ｌ） 物 品 番 号 

３１０３ 赤（２） ５Ｒ４／１２ ３以下 １ ８０１０－１６１－７４６２－５ 

３３０８ 山吹色（１） １０ＹＲ７．５／１２ ５以下 
１ ８０１０－１６１－７５０１－５ 

４ ８０１０－４１７－２８７０－５ 

３３１２ オリーブグリーン １０Ｙ４．５／３．５ １０～１７ １ ８０１０－１６１－７５０３－５ 

３３１３ オリーブ色 ２．５Ｙ４／２   ３以下 １ ８０１０－１６１－７４６３－５ 

３３１４ ＯＤ色 ７．５Ｙ３／１ ３以下 
１ ８０１０－１６１－７５０２－５ 

４ ８０１０－４１７－３４０３－５ 

３５１２ あ い 色 ５Ｂ２．５／２ ３以下 １ ８０１０－１６１－７４６４－５ 

３７０１ 明るい灰色（１） Ｎ７．５ ５以下    １ ８０１０－１６１－９３０６－５ 

３７０３ 灰色（１） Ｎ６ ３以下 
１ ８０１０－１６１－７５０４－５ 

４ ８０１０－４１７－０１９９－５ 

３７０６ 暗い灰色（２） Ｎ３ ６～１２ １ ８０１０－１６１－７４６５－５ 

３８０１ 白（１） Ｎ９．５ ５以下 
１ ８０１０－１６１－７４６６－５ 

４ ８０１０－４１７－０８００－５ 

３８１２ 黒（２） Ｎ１．５ ２以下 １ ８０１０－１６１－７５０５－５ 

注記 色番号，色名及び基準値は，ＮＤＳ Ｚ ８２０１によるものとし，つやは，仕様書で規定しているとおりと

する。 

1.3 製品の呼び方 

製品の呼び方は，仕様書の名称，色番号，色名及び納入単位による。 

例 航空機用カモフラージラッカーエナメル ３１０３ 赤（２） １Ｌ 

1.4 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又

は見積書の提出時における最新版とする。 
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a) 規格 

ＪＩＳ Ｇ ３１４１ 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

ＪＩＳ Ｇ ３３０３ ぶりき及びぶりき原板 

ＪＩＳ Ｈ ４０００ アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－１ 塗料一般試験方法－第１部：通則－第１節：試験一般（条件及び方法） 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－２ 塗料一般試験方法－第１部：通則－第２節：サンプリング 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－４ 塗料一般試験方法－第１部：通則－第４節：試験用標準試験板 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－２ 塗料一般試験方法－第２部：塗料の性状・安定性－第２節：粘度 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－４ 塗料一般試験方法－第２部：塗料の性状・安定性－第４節：密度（ピクノメータ法） 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－５ 塗料一般試験方法－第２部：塗料の性状・安定性－第５節：分散度 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－７ 塗料一般試験方法－第２部：塗料の性状・安定性－第７節：貯蔵安定性 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－３－６ 塗料一般試験方法－第３部：塗膜の形成機能－第６節：不粘着乾燥性 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－４－１ 塗料一般試験方法－第４部：塗膜の視覚特性－第１節：隠ぺい力（淡彩色塗料用） 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－４－５ 塗料一般試験方法－第４部：塗膜の視覚特性－第５節：測色（測定） 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－７－６ 塗料一般試験方法－第７部：塗膜の長期耐久性－第６節：屋外暴露耐候性 

ＪＩＳ Ｋ ５６０１－１－１ 塗料成分試験方法－第１部：通則－第１節：試験一般（条件及び方法）  

ＪＩＳ Ｋ ５６０１－１－２ 塗料成分試験方法－第１部：通則－第２節：加熱残分 

ＪＩＳ Ｋ ８０３４ アセトン（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８６８０ トルエン（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８８１０ １－ブタノール（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ８８３９ ２－プロパノール（試薬） 

ＪＩＳ Ｋ ９００５ りん酸（試薬） 

ＪＩＳ Ｒ ３２０２ フロート板ガラス及び磨き板ガラス 

ＪＩＳ Ｚ １５０６ 外装用段ボール箱   

ＪＩＳ Ｚ １５０７ 段ボール箱の形式 

ＪＩＳ Ｚ １５２４ 包装用布粘着テープ 

ＪＩＳ Ｚ １６０２ 金属板製１８リットル缶 

ＪＩＳ Ｚ ８７２２ 色の測定方法－反射及び透過物体色 

ＮＤＳ Ｚ ０００１ 包装の総則 

ＮＤＳ Ｚ ８２０１ 標準色 

b) 仕様書 

ＤＳＰ Ｋ ５１０８ 航空機用ジンククロメートラッカープライマー 

ＤＳＰ Ｋ ５１０９ 航空機用ジンククロメートプライマー 

ＤＳＰ Ｋ ５４１０ ニトロセルロース系ラッカー用シンナー 

c) 法令等 

装備品等の製造設備等の認定に関する訓令（昭和５０年防衛庁訓令第４４号） 

 

2 製品に関する要求 

2.1 認定 

このラッカーには，装備品等の製造設備等の認定に関する訓令が適用される。 
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2.2 品質 

品質は，付表１の規定に適合しなければならない。 

 

3 品質保証 

3.1 認定検査・検査 

認定検査及び検査の項目及び方法は，付表１によるものとし，それぞれの品質の規定に適合しなければならない。（認定検 

査及び検査の項目は，それぞれ○印をもって示す。） 

3.2 認定検査・検査の一般条件 

認定検査及び検査の一般条件は，ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－１及びＪＩＳ Ｋ ５６０１－１－１によるほか，次

による。 

a) 色に用いる試験板は，ＪＩＳ Ｇ ３３０３に規定する表面に曇りのないぶりき板（寸法は，約２００ ｍｍ×５０ ｍｍ×

０．３ ｍｍとする。）をＪＩＳ Ｋ ５６００－１－４の 5.2.2 の溶剤洗浄による調整をしたものを使用する。 

b) 鏡面光沢度に用いる試験板は，ＪＩＳ Ｒ ３２０２に規定する磨き板ガラス（寸法は，約２００ ｍｍ×１００ ｍｍ×５ 

ｍｍとする。）をＪＩＳ Ｋ ５６００－１－４の 5.5.2 の洗剤洗浄による調整をしたものを使用する。 

c) a)及び b)以外の試験板は，ＪＩＳ Ｈ ４０００に規定するアルミニウム合金合わせ板のＡ２０２４ＰＣ（寸法は，塗装

作業性に用いる場合は約５００ ｍｍ×２００ ｍｍ×１．０ ｍｍ，屋外暴露耐候性に用いる場合は，約３００ ｍｍ×１５０ ｍｍ

×１．０ ｍｍ及びその他の場合は約１５０ ｍｍ×７０ ｍｍ×０．５ ｍｍとする。）をＪＩＳ Ｋ ５６００－１－４の

5.4.2 の溶剤洗浄による調整をし，次に示すりん酸処理をしたものを使用する。ただし，冷間屈曲性に用いる試験板は，Ｊ

ＩＳ Ｇ ３１４１のＳＰＣＣ－ＳＢ（寸法は，約１５０ ｍｍ×５０ ｍｍ×０．５ ｍｍする。）をＪＩＳ Ｋ ５６００－１

－４の 5.1.3 の溶剤洗浄による調整をしたものを使用する。 

1) りん酸処理は，次の操作を行う。 

1.1) c)に規定したアルミニウム板は，約８０ ℃に保った表２のりん酸溶液に１０分間浸す。 

表２－りん酸溶液（質量比） 

組    成 質 量 比 

りん酸（８５％） ＪＩＳ Ｋ ９００５の特級 １０ 

１－ブタノール（試薬）ＪＩＳ Ｋ ８８１０  

 （ｎ－ブチルアルコール，ｎ－ブタノール）の特級 

４０ 

２－プロパノール（試薬）ＪＩＳ Ｋ ８８３９  

 （イソプロピルアルコール，イソプロパノール）の特級 

３０ 

蒸留水 ２０ 

1.2) この溶液から取り出した試験板は，室内に立て掛けて２時間置き，柔らかい綿布で軽くこすり，水で洗ってから５０ ℃

に保った恒温器に入れる。１時間置いた後取り出して，直ちに適切な乾燥剤を入れたデシケータに入れ，４８時間以

内に試験を行う。 

d) 塗装系は，ＤＳＰ Ｋ ５１０８の附属書Ａの航空機用金属前処理塗料を乾燥塗膜の厚さ，０．００５～０．００７ ｍｍ

になるように吹き付けて１回塗り，３０分間自然乾燥させる。次にＤＳＰ Ｋ ５１０９のプライマーを乾燥塗膜の厚さが

０．００７５～０．０１ ｍｍになるように吹き付けて１回塗り，６時間自然乾燥させる。このプライマー塗膜の上にラッカーをＤＳ

Ｐ Ｋ ５４１０のシンナーの等量でうすめたものを，３０分間隔で２回吹き付けて塗る。このとき，２回塗りした乾燥塗膜

の厚さが０．０２５±０．００５ ｍｍになるようにする。２回目の塗装後，２４時間自然乾燥したものを試験片とする。ただし，不

粘着性及び耐研磨性に用いる試験片は，２回目の塗装後，不粘着性については，３時間，耐研磨性は，７２時間それぞれ

自然乾燥する。耐溶剤性に用いる試験片は，２回目の塗装後，１時間自然乾燥したのち，６５～７１ ℃で１６時間加熱乾燥
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したものとする。 

3.3 試料採取方法 

認定検査及び検査のための試料の採取方法は，ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－２による。 

 

4 出荷条件 

4.1 個装 

個装は，次によるほか商慣習によるものとする。 

4.1.1 個装の方法 

ラッカーは，4.1.2 の容器に入れる。 

4.1.2 容器 

容器は，次による。 

a) 種類は，１Ｌ１）丸缶及び４Ｌ１）丸缶の２種類とする。 

注１） 呼び容量を示す。 

b) 材料及び寸法は，表３による。 

表３－材料及び寸法 

単位 ｍｍ 

容器の種類 
材    料 寸    法 

材    質 厚さ 直径 高さ 

１Ｌ丸缶 ＪＩＳ Ｇ ３３０３に規定するＳＰＴＥ５．６

／５．６を用いる。 

０．２４以上 １１２±２ １３０±２ 

４Ｌ丸缶 ０．２６以上 １７５±１０ ２３０±１０ 

c) １Ｌ丸缶及び４Ｌ丸缶の構造は，次による。  

1) 胴板の接合は，ＪＩＳ Ｚ １６０２の参考図１に準じてサイドシームを施し，胴板ははんだ付け，接着剤付け又は

電気溶接をしたものとする。 

2) 天板及び地板と胴板の接合は，二重巻き締めをしたうえはんだ付けを施すか，又は，接着剤を使用したものとする。 

3) １Ｌ丸缶には，つるは付けない。４Ｌ丸缶には，運搬などに耐える太さの亜鉛メッキ針金製のつるを付けるものとし，つるの留

め金は，胴体外部に付けたものとする。 

4) 天板には，押し蓋を取り付けて充塡口とする。充塡口の直径は，ラッカーのかくはん又は取り出しに差し支えないようでき

るだけ大きくする。１Ｌ丸缶の蓋はシングル又はダブル蓋とし，４Ｌ丸缶の蓋はダブル蓋とする。 

d) 品質は，巻き締め，サイドシーム及び接着部が良好で，ひずみ，きず，しわ，さびその他使用上有害な欠点がなく，ラッカ

ー封入後通常の取り扱い及び保管をした場合に漏れがあってはならない。 

4.2 外装 

外装は，次によるほか商慣習によるものとする。 

4.2.1 外装の方法 

外装の方法は，次による。 

a) 容器は，段ボール箱で外装するものとし，外装する缶の数量及び配列は，表４による。 
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表４－外装する缶の数量及び配列 

                              単位 個 

容器の種類 数量 
配      列 

長さ方向の個数 幅方向の個数 深さ方向の個数 

１Ｌ丸缶 ２０ ５ ２ ２ 

４Ｌ丸缶 ４ ２ ２ １ 

b) 段ボール箱に缶を入れた場合に，長さ，幅及び深さのそれぞれの方向に３ ｍｍ以上の隙間を生じないものとする。 

c) 段ボール箱の封かんには包装用布粘着テープを用い，外フラップの合わせ目を図１のように密封する。 

 

 

 

図１－封かん要領 

4.2.2 外装材料 

a) 段ボール箱は，ＪＩＳ Ｚ １５０６の複両面段ボールの３種とする。ただし，段ボール箱の材料及び形式は，次による。 

1) 接合材は，ＪＩＳ Ｚ １５０６の平線を用いる。 

2) 形式は，ＪＩＳ Ｚ １５０７の０２０１とする。 

b) 包装用布粘着テープは，幅５０ ｍｍのものを用いる。 

4.2.3 外装の表示 

外装の表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１による。ただし，陸上・海上・航空各自衛隊の標識は，“防衛省”と替えて表示する。 

4.3 容器の表示 

容器の表示は，ＮＤＳ Ｚ ０００１による。ただし，外面塗装（ＯＤ色）の有無，文字の色及び表示方法については，商

慣習による。 

4.4 納入単位 

納入単位は，２３ ℃における容量（Ｌ）とし，4.1.2 の１Ｌ丸缶及び４Ｌ丸缶にそれぞれ１ Ｌ及び４ Ｌのラッカーを封入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原案作成部課等名：防衛装備庁 装備政策部装備制度管理官付類別・標準化企画室  
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付表１－品質 

項    目 規    定 
認定 

検査 
検査 試  験  方  法 

容器の中での状態 （ク

リヤを除く） 

かき混ぜたとき,堅い塊

がなくて一様になるこ

と。 

○ ○ ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－１の 4.1.2 の a)による。 

密度 

（２３℃）  

ｇ/ｃｍ3 

黒（２） ０．９０以上 

○ ○ ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－４のピクノメータ法による。 
その他 ０．９６以上 

粘度  秒 ６５以下 ○ ○ JＩＳ Ｋ ５６００－２－２の箇条 3 フローカップ法

（４ ｍｍカップ）による。ただし，ラッカー２容量をＤＳＰ 

Ｋ ５４１０のシンナー  容量でうすめ，２３±０．

５ ℃で測定する。 

分散度  μｍ ４０以下 ○ ○ ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－５による。 

塗装作業性 塗装作業に支障がな

いこと。 

○ ○ ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－１の 4.2 の２回塗りの場合

による。 

上塗り適合性 下塗り塗料の吸収が

著しくないこと。 

○ ○ 3.2 によって作成した試験片と，プライマーを塗らずラッ

カーだけを塗った試験片（試験片は２回目の塗装後，４８

時間自然乾燥する。）を作成し，ナイフ試験を行う。3.2

によって作成した試験片とラッカーだけを塗った試験片

を比べて付着性と塗膜の柔軟性，強さが著しく差のない

とき，“下塗り塗料の吸収が著しくない”とする。 

乾燥時間    ｍｉｎ ４０以内 ○ ○ ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－１の 4.3 常温乾燥の硬化

乾燥による。 

塗膜の外観 良好であること。 ○ ○ ＪＩＳ Ｋ ５６００－１－１の 4.4 による。 

鏡面光沢度（６０度） 表１による。 ○ ○ 表１による。 

重ね塗り適合性 塗り重ねたとき，異常

がないこと。 

○ ○ 3.2によって作成した７枚の試験板にラッカーをそれぞれ

３０分，１時間，２時間，４時間，７時間，２４時間，及び４８

時間の間隔で２回吹き付けて塗る。２４時間自然乾燥し

た後，塗面について，膨れ，穴の有無，反射光で塗面の

滑らかさ及びリフティングの有無を調べる。異常がないと

き“塗り重ねたとき異常がない”とする。 

赤外線反射率 ％ 

（ＯＤ色） 

２８～５５ ○ ○ 附属書Ａによる。 
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付表１－品質（続き） 

項    目 規    定 
認定 

検査 
検査 試  験  方  法 

隠 

ぺ 

い 

率 

 ％ 

白（１）， 

山吹色（１）， 

赤（２） 

８８以上 

○ ― 

ＪＩＳ Ｋ ５６００－４－１の方法Ｂによるほか，次の

とおりとする。ただし，隠ぺい率試験紙は１枚とし，０．０２５

±０．００５ ｍｍの乾燥膜厚になるよう塗装する。標準状

態で４８時間放置した試験紙につき隠ぺい率を求める。

隠ぺい率の算出は，白地と黒地の塗膜の上４か所につい

て三刺激値Ｙを測定し，それぞれ平均のＹＷ，ＹＢを求め，

ＹＢ／ＹＷの百分率で表す。 

その他 

 

９８以上 

不粘着性 粘着の程度が著しくな

いこと。   

○ ― ＪＩＳ Ｋ ５６００－３－６のＢ法による。ただし，試

験片は 3.2 によって作成し，試験片の塗面を上向きにし

て水平に置き，その中央に５０ ｍｍ平方のガーゼ（日本

薬局方）を５枚重ね，厚さ約３ ｍｍのフェルト又はゴムを

敷いた上に直径約４０ ｍｍ，重さ５００ ｇで底面が平らな

円柱形のおもりを載せ１時間保った後，おもりと布を取り

除き，４時間後塗面の状態を肉眼で調べる。布目のあと

の著しくない場合“粘着の程度が著しくない”とする。 

付着性 貼り付けられたテープ

によって塗膜が剝がれ

ないこと。 

○ ― 3.2 によって作成した試験片の 2/3 を蒸留水に浸し，室

温で２４時間浸せきする。２４時間浸せき後，試験片を取り

出し，柔らかい布で水分を拭き取り，直ちに水に浸した部

分に約２５ ｍｍの間隔で金属の素地に達するきずを平行

に２本入れる。次にきずと直角の方向にＪＩＳ Ｚ １５

２４に規定する包装用粘着テープ１種１号を貼り，ゴムロ

ーラーｂ）で２往復押しつけた後，テープの一端をもって急

速に剝がす。このとき，試験片を水から出してからテープ

を貼るまでの時間は，６０±５秒とする。テープを剝がした

とき，ラッカー塗膜が金属素地から，又はプライマーの塗

膜から剝がれなければ“貼り付けられたテープによって塗

膜が剝がれない”とする。 

耐研磨性 研磨後の光沢が研磨

前の３倍以下のこと。 

○ ― 3.2 によって作成した試験片の塗面を木綿製パット（糸数

が約１１５×５５で１ ｍ２当たりの質量が約２００ ｇのサラン

でないもの。）を用い，約９０ ｇ／ｍ２の圧力で３０往復研

磨する。このとき１往復約２秒の速度でパットを動かす。研

磨の前後の６０度鏡面光沢度を測定して比較する。 

拡散反射率〔白（１）〕 ８４以上 ○ ○ ＪＩＳ Ｋ ５６００－４－５の 4.1.2 の４５度０度拡

散反射率による。 
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付表１－品質（続き） 

項    目 規    定 
認定 

検査 
検査 試  験  方  法 

加

熱

残

分

％ 

つや無ａ）各色 ４５以上 ○ ○ ＪＩＳ Ｋ ５６０１－１－２による。 

半つやａ）各色， 

あい色 

４０以上 

黒（２） ３７以上 

貯蔵安定性 １２か月試験したとき，

異常を認めないこと。 

○ ― ＪＩＳ Ｋ ５６００－２－７の箇条 6 による。 

耐加熱性 色の変化が著しくない

こと。 

○ ― 3.2 によって作成した試験片を６３～６８ ℃に保った恒温

槽内に４８時間置いた後，室温になるまで放冷する。このと

き，加熱しない試験片と比べて色の変化が著しくないとき

“色の変化が著しくない”とする。 

冷間屈曲性 ０ ℃の水に浸したと

き，直径６ ｍｍの折り

曲げに耐えること。 

○ ― 3.2 によって作成した試験片を１００～１０５ ℃で４８時間保

つ。次に，試験片の温度が室温まで冷えないうちに，氷の

小片の浮いた約０ ℃に保った水浴中に入れ，そのまま１５

分間保つ。１５分後，直径６ ｍｍのマンドレルの周りに約２

秒間かけて約１８０度折り曲げ，割れ，剝がれの有無を調べ

る。このとき，折り曲げは水浴より引き上げて直ちに行う。 

なお，試験片の両端各５ ｍｍずつは判定の対象としない。

割れ，剝がれのないとき（微少な亀裂は不合格の対象とし

ない。）“０ ℃の水に浸したとき，直径６ ｍｍの折り曲げに

耐える”とする。 

耐水性 

 

水に２４時間浸したと

き，異常を認めないこ

と。 

○ ― 3.2 によって作成した試験片の 2/3 を蒸留水に浸し，室温

で２４時間浸せきした後，試験片を取り出し，柔らかい布を

用いて軽く水分をふき取り，膜の割れ，膨れ及び白化の有

無を調べる。割れ，膨れ及び白化のないとき，“水に２４時

間浸したとき異常を認めない”とする。 

耐溶剤性 炭化水素系溶剤に４

時間浸したとき，異常

を認めないこと。 

○ ― 3.2 によって作成した試験片の 2/3 混合溶剤ｃ）に浸し，室

温で４時間浸せきする。この際，浸せき用の容器は，時計

皿又は適当なもので溶液が蒸発しないように蓋をする。４

時間後，試験片を取り出し，塗面の膨れ，剝がれ及びしわ

の有無を調べる。このとき，浸せき境界面上の僅かなガム

室化は判定の対象としない。さらに２４時間後，塗膜は浸せ

き前の状態に戻らなければならない。ただし，僅かな変色

及び曇りは差し支えない。試験片を取り出した直後，膨れ

剝がれ及びしわがなく，さらに，２４時間後塗膜の状態が元

に戻れば，“炭化水素系溶剤に４時間浸したとき，異常を

認めない”とする。 
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付表１－品質（続き） 

項    目 規    定 
認定 

検査 
検査 試  験  方  法 

屋外暴露耐候性 １２か月試験したとき，

異常を認めないこと 

○ ― ＪＩＳ Ｋ ５６００－７－６による。ただし，試験片は

3.2 によって４枚作成し，１枚は原状試験片とする。２回目の

塗装後，試験までの乾燥時間は９６時間とする。 

加

熱

残

分

中

の

溶

剤

不

溶

物 

つや無ａ）各色 ６０以下 ○ ― 加熱残分及び試料中の溶剤不溶物を測定し，次の式によっ

て加熱残分中の溶剤不溶物を算出する。 

          Ｐ 

ＮＰ＝       × １００ 

          Ｎ 

ここに 

   ＮＰ：加熱残分中の溶剤不溶物（％） 

   Ｐ ：試料中の溶剤不溶物（％） 

   Ｎ ：加熱残分（％） 

加熱残分の測定は，ＪＩＳ Ｋ ５６０１－１－２による。

溶剤不溶物の測定は，附属書Ｂによる。ただし，抽出溶剤

ｄ）は指定の組成とする。 

半つやａ）各色 ５０以下 

色 表１の色番号欄で表

示 さ れ る 色 を 標 準 と

し，それと比べて著し

い差がないこと。 

○ ○ 試験片の色とＮＤＳ Ｚ ８２０１の標準色見本とを拡散

昼光の下で目視によって比べる。試験片は，ぶりき板の片

面に試料を塗装したものとする。 

注ａ） つや無とは，６０度鏡面光沢度で５以下をいい，半つやとは６～５５をいう。 
ｂ） ゴムローラーは，全質量約２ ｋｇ，直径９０ ｍｍで幅５０ ｍｍのゴムを巻いたもので，ゴムの硬さは，デュロメータ      

ーで７０～８０であること。 
ｃ） 混合溶剤の組成は，次による。 

混合溶剤の組成 

    
 

 

 

ｄ） 抽出溶剤の組成は，次による。 

抽出溶剤の組成 
 

組    成 配合割合（容量比） 

トルエン ３ 

イソオクタン ７ 

組    成 配合割合（容量比） 

トルエン １ 

アセトン １ 
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附属書Ａ 

（規定） 

赤外線反射率（OD 色） 
 

A.1 要旨 

ＯＤ色の塗膜の赤外線反射率を測定して百分率で表す。 

 

A.2 装置及び器具 

装置及び器具は次のとおりとする。 

a) 反射率測定装置 

ＪＩＳ Ｚ ８７２２に規定するもの。ただし，装置は，受光器側に７９０ ｎｍで充分に感度を有する受光器で受光を

行い標準白色面又はほうろう製常用標準白色面はＪＩＳ Ｚ ８７２２の標準白色面で正しく校正されたものを

用いる。 

b) 隠ぺい率試験紙 

アート紙（１７０ ｍｍ×１４４ ｍｍ）で作り，短辺に平行な直線を境として白地と黒地とにほぼ半分ずつに塗り分けた後，試

料の吸い込み又ははじきを防ぐための透明塗料を塗って明るさ以外の表面条件を均等にしたもので，拡散反射率が白地

では８０±１，黒地では２以下のものとする。 

 

A.3 試験片の作成 

隠ぺい率試験紙を平らに固定し１），その上に試料の製品規格に規定する方法によって試料を塗り水平に置いて乾燥する。

これを繰り返して試験紙の白地と黒地との差異が認められなくなるまで塗り重ね，製品規格に規定する条件で水平に置いて乾

燥したものを試験片とする。 

注１） 平らに固定するには，両面粘着テープを用いて平らな板にはり付けるか，又は吸引盤を用いる。吸引盤は塗る操作

のときだけ用い，塗り終わった後，吸引盤から試験紙を外して塗面を上向きにして平らに置くものとする。 

 

A.4 操作 

試験片の３か所についてＹ値を測定する。測定結果は，ＪＩＳ Ｚ ８７２２の箇条 7 によって記録する。 

 

A.5 計算 

計算は，３か所の平均値を整数に丸め，赤外線反射率とする。 
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附属書Ｂ 

（規定） 

溶剤不溶物 

 

B.1 適用範囲 

 この附属書は，溶剤不溶物の定量について規定する。 

 

B.2 要旨 

 試料に溶剤を加えて溶剤可溶物を溶かし，遠心分離して得た固形物を溶剤不溶物として，これを試料中の百分率として求め

る。 

 

B.3 装置及び器具 

 装置及び器具は，次による。 

a) 遠心分離機は，3 000～15 000 rpm の性能を持つもの。 

b) 沈殿管は，ガラス製又はステンレス製で底が丸く，容量が５０ ｍL のもの。 

 

B.4 操作 

 操作は，次による。 

a) あらかじめ質量を測った沈殿管に試料１０ ｇを正確に量り取る。 

b) 製品規格１）に規定する溶剤を約２０ ｍL 加えて，ガラス棒でよく混合する。ガラス棒についた固形物は，溶剤で沈殿管の中

に洗い落とし２），液量が沈殿管の約 4/5 になるまで溶剤を加える。 

c) 沈殿管は溶剤の蒸発を防ぐためにコルク栓で蓋をした後，遠心分離機にかけて 3 000～15 000 rpm で 20 分～30 分間分

離する３）。 

d) 沈殿管の中の上澄み液を取り除く。 

e) 更に溶剤を毎回３０ ｍL ずつ用いて，b)～d)によって，混合・沈殿・流出の操作を 3 回繰り返す。 

f) 沈殿管の底を熱水の中に浸した後，木片に綿布を５，６枚重ねた上に底を数回軽く打ち当て，この操作を繰り返して沈殿

物を内壁から離す。 

g) 沈殿管を温度１０５±２ ℃の乾燥器中で２時間乾燥し４）デシケータ中で放冷した後，その質量を量って沈殿物の質量を求

める。この溶剤不溶物を分析の試料として用いる場合には，めのう製乳鉢でよくすりつぶして均一にした後，はかり瓶に移

し，温度１０５±２ ℃４）の乾燥器中で約３０分間乾燥した後，用いる。 

注１） 試料がエマルション系塗料の場合は，水で２回，次に，ＪＩＳ Ｋ ８０３４に規定するアセトンで２回，更に

ＪＩＳ Ｋ ８６８０に規定するトルエンとアセトンの１：１（容積比）の混合液を用いて２回，混合・沈殿・流出

の操作を繰り返し，溶剤可溶物を除去する。 

２） ガラス棒に固形物が付着する場合には，ガラス棒と沈殿管とは，常に一緒にして質量を量る。 

３） 通常は，3 000～4 000 rpm で２０～３０分間遠心分離機にかける。ただし，カーボンブラック，クロム酸塩，有機顔

料など分離しにくい顔料を含む場合は，8 000～15 000 rpm で３０分間遠心分離機にかける。 

４） 酸化銅(Ⅰ)を含む場合は，温度５５±２ ℃の乾燥器中で３０分間乾燥し，デシケータ中で２４時間放置して沈殿

物の質量を求める。 
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B.5 計算 

 試料中の溶剤不溶物は，次の式によって算出する。 

ｍ２ 

A＝         ×１００ 

ｍ１ 

     ここに， A ： 溶剤不溶物（％） 

ｍ２ ： 沈殿物の質量（ｇ） 

ｍ１ ： 試料の質量（ｇ） 

 

 

．


